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(57)【要約】
【課題】膝の保護及び支持を必要とするアスリート及び
その他の者によって使用される膝装具を提供することに
ある。
【解決手段】膝装具は、ベースとスパイダー部材とを含
む。ベースは、弾性材料で構成され、膝の部分及び隣接
した脚部分の周りにぴったりするように形成されている
。上下対の引張ストラップを有するスパイダー部材は、
ベースの内側面に固定され、引張ストラップは、ベース
の外側面との着脱可能な取り付けのためにベースに設け
た上下穴を貫いて延びる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）人の脚の膝の部分及びその隣接部分にぴったりと覆う関係に着用でき、着用され
るとき外側面及び内側面を有するベースと、
　（ｂ）第１の上引張ストラップ，第２の上引張ストラップ，第１の下引張ストラップ及
び第２の下引張ストラップを有するスパイダー部材とを含み、
　スパイダー部材は、ベースの内側面に恒久的に固定される、膝装具。
【請求項２】
　ベースは、ベース中央部分中間線軸線を有し、スパイダー部材は、スパイダー部材中央
部分中間線軸線を有し、スパイダー部材は、ベース中央部分中間線軸線の少なくとも一部
分及びスパイダー部材中央中間線軸線の少なくとも一部分を通る複数の縫い目によってベ
ースの内側面に恒久的に固定される、請求項１の膝装具。
【請求項３】
　ベース中央部分中間線軸線の一部分は、スパイダー部材中央中間線軸線の一部分と重な
り、且つ整合する請求項２の膝装具。
【請求項４】
　ベースは、膝頭開口部を有し、スパイダー部材は、スパイダー部材膝頭開口部を有し、
ベース膝頭開口部は、着用されるときスパイダー部材膝頭開口部に一致する、請求項１の
膝装具。
【請求項５】
　（ａ）人の脚の膝の部分及びその隣接部分にぴったりと覆う関係に着用でき、着用され
るとき外側面及び内側面を有するベースと、
　（ｂ）第１の上引張ストラップ，第２の上引張ストラップ，第１の下引張ストラップ及
び第２の下引張ストラップを有するスパイダー部材とを含み、
　ベースは、ベース中央部分中間線軸線を有し、スパイダー部材は、スパイダー部材中央
部分中間線軸線を有し、スパイダー部材は、ベース中央部分中間線軸線の少なくとも一部
分及びスパイダー部材中央中間線軸線の少なくとも一部分を通る複数の縫い目によってベ
ースに恒久的に固定される、膝装具。
【請求項６】
　スパイダー部材は、ベースの内側面に恒久的に固定される、請求項５の膝装具。
【請求項７】
　ベース中央部分中間線軸線の一部分は、スパイダー部材中央中間線軸線の一部分と重な
り、且つ整合する請求項５の膝装具。
【請求項８】
　スパイダー部材は、ベースに恒久的に固定されない、請求項５の膝装具。
【請求項９】
　（ａ）人の脚の膝の部分及びその隣接部分にぴったりと覆う関係に着用でき、着用され
るとき外側面及び内側面を有するベースと、
　（ｂ）第１の上引張ストラップ，第２の上引張ストラップ，第１の下引張ストラップ及
び第２の下引張ストラップを有するスパイダー部材とを含み、
　スパイダー部材は、着用されるときベースと人の脚との間に位置し、
　ベースは、第１の上穴、第２の上穴，第１の下穴及び第２の下穴を含み、
　第１の上引張ストラップは、第１の上穴を貫いて延び、第２の上引張ストラップは、第
２の上穴を貫いて延び、第１の下引張ストラップは、第１の下穴を貫いて延び、第２の下
引張ストラップは、膝装具が着用されるとき、第２の上穴を貫いて延びる、膝装具。
【請求項１０】
　ベースの外側面の少なくとも一部分は、ループ型材料を支持し、第１の上引張ストラッ
プ，第２の上引張ストラップ，第１の下引張ストラップ及び第２の下引張ストラップは、
フック型材料を支持する自由端を有し、
　引張ストラップの自由端は、ベースの外側面に着脱自在に取り付けられる、請求項９の
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膝装具。
【請求項１１】
　ベースは、ベース中央部分中間線軸線を有し、スパイダー部材は、スパイダー部材中央
部分中間線軸線を有し、スパイダー部材は、ベース中央部分中間線軸線の少なくとも一部
分及びスパイダー部材中央中間線軸線の少なくとも一部分を通る複数の縫い目によってベ
ースに恒久的に固定される、
請求項９の膝装具。
【請求項１２】
　スパイダー部材は、ベースに恒久的に固定されない、請求項１１の膝装具。
【請求項１３】
　スパイダー部材は、ベースの内側面に恒久的に固定される、請求項９の膝装具。
【請求項１４】
　（ａ）人の脚の膝の部分及びその隣接部分にぴったりと覆う関係に着用でき、着用され
るとき外側面及び内側面を有するベースと、
　（ｂ）あらゆる方向に弾性である材料で形成され、第１の上引張ストラップ，第２の上
引張ストラップ，第１の下引張ストラップ及び第２の下引張ストラップを有する有形引張
部材とを含み、
　有形引張部材は、ベースの内側面に恒久的に固定される、膝装具。
【請求項１５】
　ベースは、第１の上穴、第２の上穴，第１の下穴及び第２の下穴を含み、
　第１の上引張ストラップは、第１の上穴を貫いて第１のトラップ端まで延び、第２の上
引張ストラップは、第２の上穴を貫いて第２のストラップ端まで延び、第１の下引張スト
ラップは、第１の下穴を貫いて第３のストラップ端まで延び、第２の下引張ストラップは
、第２の下穴を貫いて第４のストラップ端まで延び、
　第１のストラップ端，第２のストラップ端，第３のストラップ端，及び第４のストラッ
プ端は、膝装具が着用されるときベースの外側面に着脱自在に取り付けられる、膝装具。
【請求項１６】
　第１の上引張ストラップ，第２の上引張ストラップ，第１の下引張ストラップ及び第２
の下引張ストラップの少なくとも１つに恒久的に固定された外部メッシュ層を更に含む、
請求項１５の膝装具。
【請求項１７】
　外部メッシュ層は、第１のストラップ端の近くで第１の上引張ストラップに，第２のス
トラップ端の近くで第２の上引張ストラップに，第３のストラップ端の近くで第１の下引
張ストラップに、第４のストラップ端の近くで第２の下引張ストラップに恒久的に固定さ
れる、請求項１６の膝装具。
【請求項１８】
　（ａ）人の脚の膝の部分及びその隣接部分にぴったりと覆う関係に着用でき、第１の上
穴、第２の上穴，第１の下穴及び第２の下穴を含み、着用されるとき外側面及び内側面を
有するベースと、
　（ｂ）ベースの内側面に恒久的に固定され、長い弾性材料で形成され、第１の上クロス
引張ストラップ及び第２の上クロス引張ストラップを含む、上クロスストラップと、
　（ｃ）　ベースの内側面に恒久的に固定され、長い弾性材料で形成され、第１の下クロ
ス引張ストラップ及び第２の下クロス引張ストラップを含む、下クロスストラップと、を
含み、
　第１の上クロス引張ストラップは、第１の上穴を貫いて第１のトラップ自由端まで延び
、第２の上クロス引張ストラップは、第２の上穴を貫いて第２のストラップ端まで延び、
第１の下クロス引張ストラップは、第１の下穴を貫いて第３のストラップ端まで延び、第
２の下引張ストラップは、第２の下穴を貫いて第４のストラップ端まで延び、
　第１のストラップ端，第２のストラップ端，第３のストラップ端，及び第４のストラッ
プ端は、膝装具が着用されるときベースの外側面に着脱自在に取り付けられる、膝装具。



(4) JP 2017-525860 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

【請求項１９】
　第１の上クロス引張ストラップ，第２の上クロス引張ストラップ，第１の下クロス引張
ストラップ及び第２の下クロス引張ストラップの少なくとも１つに恒久的に固定された外
部メッシュ層を更に含む、請求項１８の膝装具。
【請求項２０】
　外部メッシュ層は、第１のストラップ端の近くで第１の上引張ストラップに，第２のス
トラップ端の近くで第２の上引張ストラップに，第３のストラップ端の近くで第１の下引
張ストラップに、第４のストラップ端の近くで第２の下引張ストラップに恒久的に固定さ
れる、請求項１９の膝装具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、人が付けて身体の損傷，尤度，又は再燃を減らす物品の分野に
関し、特に、膝に着用される装具の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　膝を損傷から守り且つ既存の損傷の悪化を回避する可撓性の膝装具は、活発な物理的活
動に携わるアスリート及び他の人によって使用される。膝は、歩行や走りを含むどんな活
動にも使用されるので、膝は、身体の最も激しく使用される関節の１つである。膝は、膝
が支えなければならない比較的高い応力レベルのために、損傷の共通の主題でもある。物
理的な労働を伴う職業では、正常な足行中、特に、激しいスポーツ中、膝は、急速な方向
変換，疲労，でこぼこ面，又は衝撃の結果、異常な運動を受けることがある。これらの異
常運動は、関節突起脱臼，伸張，又は膝を包む組織の断裂を含む捻挫又はもっと酷い損傷
、を引き起こすことがある。
【０００３】
　いくつかの異なるタイプの異常な運動は、膝に損傷を引き起こすことがある。第１に、
膝が、その正常な前後仕様で、しかし正常な運動範囲を超えて曲がるような膝関節の過伸
長・過屈曲損傷が起こることがある。第２のタイプの異常な運動は、下肢が膝関節を中心
に、大腿部に対して回転的に捻られる、軸回転である。第３の異常な運動は、膝関節が、
正常な前後運動の代わりに、左右に曲がる、大腿部に対する下肢の横曲げである。加えて
、膝蓋骨（膝頭）の異常な運動は、膝蓋骨の下面の軟化又は変性及び膝蓋骨の亜脱臼とし
ても知られる、膝蓋骨の関節突起脱臼の様な損傷をもたらすことがある。
【０００４】
　膝を異常な運動から守る手段が異なるタイプの運動から守る能力が変わるいろいろの特
殊な実施態様で多年使用されてきた。膝を異常な運動から守ることの外に、膝を暖かくし
ておくために膝を覆うこと、膝を衝撃から守ること、又は不快を減らすために膝を圧迫す
ること、のような付加的な利点を提供する。しかしながら、これらの手段によって異常な
運動に対して与えられる保護は、正常な運動の範囲又は容易さの減少をしばしば伴う。こ
れらの手段は、また、脚に加えられる重さ，硬い構成部品によって引き起こされる自己損
傷又は他人への損傷の可能性、付け外しの困難性，コスト，外観及び皮膚の刺激又は摩擦
のような他の望ましくない面を持っていることがある。
【０００５】
　これらの理由のために、長いこと、先行技術の手段の望ましくない面を回避しながら、
正常な運動の範囲又は容易さに悪影響を及ぼすことなく、膝を異常な運動から守ることが
できる改善した膝装具を見いだす動機付けがあった。
【発明の概要】
【０００６】
　第１の実施形態では、本発明による膝装具は、ベースと、対の上下引張ストラップを有
するスパイダー部材とを含み、スパイダー部材は、ベースの外側面に恒久的に固定される
。
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【０００７】
　本発明の他の面によれば、本発明による膝装具は、ベースと、対の上下引張ストラップ
を有するスパイダー部材とを含み、スパイダー部材は、ベース及びスパイダー部材の中間
線軸線を通る複数の縫い目によってベースに恒久的に固定される。
【０００８】
　本発明の他の面によれば、本発明による膝装具は、対の上下穴を有するベースと、着用
されるときベースと脚との間に位置し、かつ対の上下引張ストラップを有するスパイダー
部材とを含み、引張ストラップは、膝装具が着用されるとき、ベースの穴を貫いて延びる
。
【０００９】
　第２の実施形態では、本発明による膝装具は、ベースと、例えば、米国でスパンデック
ス又はエラスサンとして知られ又は登録商標ＬＹＣＲＡのもとに販売されているタイプの
、あらゆる方向に比較的弾性である合成繊維で形成された有形引張部材とを含むが、これ
は要求されず他の材料を使用してもよい。引張部材は、ベースの内側面に恒久的に固定さ
れ、そしてベースの穴を貫いて延びる自由端を有し、フックとループファスナー材料を使
用して、自由端をベースの外側面に固定することができ、第３の実施形態では、１つ以上
の弾性ステーを追加の支持体のために設けることもできる。
【００１０】
　第４の実施形態では、本発明による膝装具は、ベースと、外部メッシュ層と、例えば、
米国でスパンデックス又はエラスサンとして知られ又は登録商標ＬＹＣＲＡのもとに販売
されているタイプの、あらゆる方向に比較的弾性である合成繊維で形成された上下クロス
ストラップとを含むが、これは要求されず他の材料を使用してもよい。クロスストラップ
は、ベースの内側面に恒久的に固定され、ベースの穴を貫いて第２の（自由）端まで延び
る第１の端を有し、第２の自由端は、フックとループファスナー材料を使用して、ベース
の外側面に固定可能である。ストラップは、例えば、第２の（自由）端の近くに非弾性部
分を含んでもよい。
【００１１】
　ストラップの非弾性部分は、弾性材料の代わりに、非弾性材料を望む場所に、例えば、
付けられるとき、穴の近くの場所から自由端まで延びる非弾性材料を使用することによっ
て形成することができる。変形例として、非弾性材料は、弾性材料の部分と非弾性材料の
ストラップの追加の層とをサンドイッチにし及び又は重ね合わせることによって形成され
てもよい。重ねあわされ又はサンドイッチにされたならば、出来たサンドイッチの一方の
側は、キー、アクセスホォブ,ID又はクレジットカード、スマートデバイス（例えば、フ
ィットネストラッカー）又は、明るい着色物，反射物，点滅ライト，発光棒又は他の照明
のような可視フレアーの様な小さい物を入れるポケットを形成するように開き放しにして
おくのがよい。このような場合、外部メッシュ層は、好ましくは、フレアー又は照明を見
えるようにするために、メッシュ又は他の透明もしくは半透明材料で作られる。着用者の
可視性を高めるために１つ以上の反射パッチを設けてもよい。
【００１２】
　本発明の更なる目的，特徴及び利点は、以下の詳細な説明から、添付図面について考慮
されるとき、明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】膝装具の外側面を露出させるため平に置かれた先行技術の膝装具の平面図であ
る。
【図１Ｂ】膝装具の内側面を露出させるため平に置かれた、図１Ａの先行技術の膝装具の
平面図である。
【図２Ａ】膝装具の外側面を露出させるため平に置かれた、本発明による膝装具の第１の
実施形態の平面図である。
【図２Ｂ】膝装具の内側面を露出させるため平に置かれた、図２Ａの膝装具の平面図であ
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る。
【図３Ａ】人の脚に付けて、ベース取付ストラップを固定し、スパイダーストラップを固
定してない、図２Ａ－２Ｂの膝装具の正面図である。
【図３Ｂ】人の脚に付けて、ベース取付ストラップを固定し、スパイダーストラップも固
定した、図２Ａ－２Ｂの膝装具の正面図である。
【図４Ａ】人の脚に付けて、ベース取付ストラップを固定し、スパイダーストラップを固
定してない、図２Ａ－２Ｂの膝装具の側面図である。
【図４Ｂ】人の脚に付けて、ベース取付ストラップを固定し、スパイダーストラップも固
定した、図２Ａ－２Ｂの膝装具の側面図である。
【図５Ａ】あらゆる方向に比較的弾性である合成繊維で形成され、ベースの内側面に恒久
的に固定された有形引張部材を有し、膝装具の外側面を露出させるため平に置かれた、本
発明による膝装具の平面図である。
【図５Ｂ】膝装具の内側面を露出させるため平に置かれた、図５Ａの膝装具の平面図であ
る。
【図５Ｃ】図５Ａ－５Ｂの膝装具に使用のための有形引張部材の平面図である。
【図５Ｄ－５Ｅ】図５Ａ－５Ｂの膝装具に使用するための穴補強ベース及び裏当ての斜視
図である。
【図６Ａ】弾性ステーと一緒に上下クロスストラップを有し、膝装具の外側面を露出させ
るために膝装具を平に置いた、本発明による膝装具の第３の実施形態の平面図である。
【図６Ｂ】膝装具の内側面を露出させるために平に置かれた、巣５Ａの膝装具の平面図で
ある。
【図７Ａ】外部メッシュ層及び両方とも弾性及び非弾性構成部品を有する内側有形引張部
材を有し、膝装具の外側面を露出させるために膝装具を平に置いた、本発明による膝装具
の第４の実施形態の平面図である。
【図７Ｂ】膝装具の内側面を露出させるために平に置かれた図７Ａの膝装具の平面図であ
る。
【図７Ｃ】膝装具の外側面を露出させるために平に置かれ、弾性と非弾性構成部品を両方
有する内部有形引張部材の構造をはっきりさせるために外側メッシュ層を取り除いた、図
７Ａの膝装具の平面図である。
【図７Ｄ】図７Ａ－７Ｃの膝装具に使用するための外側メッシュ層の平面図である。
【図７Ｅ】図６Ａ－６Ｂ，７Ａ－７Ｃ，８Ａ－８Ｃの膝装具に使用するための弾性ステー
部材を示す。
【図８Ａ】外部メッシュ層及び弾性徒費弾性の両方を有する上下クロスストラップを有し
、膝装具の外側面を露出させるために膝装具を平に置いた、本発明による膝装具の第５の
実施形態の平面図である。
【図８Ｂ】膝装具の内側面を露出させるために平に置かれた図８Ａの膝装具の平面図であ
る。
【図８Ｃ】膝装具の外側面を露出させるため平に置かれ、弾性と非弾性構成部品を両方有
する内部有形引張部材の構造をはっきりさせるために外部メッシュ層を取り除いた、図8
Ａの膝装具の平面図である。
【図８Ｄ】図８Ａ－８Ｃの膝装具に使用するための外部メッシュ層の平面図である。
【００１４】
［発明の関係説明］
　図面を参照すると、図１Ａ及び１Ｂ刃、米国特許第５，４７２，４１３号に教示された
設計と似た先行技術の膝装具２０を示しており、その内容をここに援用する。先行技術の
膝装具２０は、ベース部材２２及びスパイダー部材２４を含み、その各々は、弾性材料の
平らなシート２６を所望形状に裁断することによって作られる。ベース部材２２の外側面
３１は、好ましくは、織物支持繊維ループ２８で被覆され、繊維ループは、繊維ループ及
びフック型材料が互いに押しつけられる時フック型材料に付着する。
【００１５】
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　先行技術の膝装具２０のベース２２は、上縁３６から下縁３８まで垂直に延びるベース
中央部分３０を有し、かつベース中央部分３０の中央を垂直に走る中心線軸４０を有する
。ベース２２は、中央部分３０から延びる、第１の上取付ストラップ３２Ａ、第２の上取
付ストラップ３２Ｂ、第１の下取付ストラップ３４Ａ、第２の下取付ストラップ３４Ｂを
含む。
【００１６】
ベース２２の内側面３９を示す図１Ｂにおそらく最もよく示すように、第１上取付ストラ
ップ３２Ａと第１下取付ストラップ３４Ａは、ベース部材２２の外側面３１の織物支持繊
維ループ２８との分離可能な取付けに適したフック型ストラップファスナータブ４６で終
わっている。ストラップファスナータブ４６は縫い目４８で取付ストラップに縫いつけら
れている。
【００１７】
　ベースはまた、膝装具が着用されるとき、膝頭を受け入れる膝頭開口２を有している。
ベースは、膝装具が着用されるとき、ひだ付け（バンチング）を防止する凹部７４を含む
ように形成されるのがよい。ベースは、好ましくは、縁取りを含むが、これらの特徴のど
れも要求されない。
【００１８】
　ベース２２の外側面３１を示す図１Ａにおそらく最もよく示すように、先行技術の膝装
具２０は、スパイダー部材２４を含む。スパイダー部材２４は、上縁５６から下縁５８ま
で垂直に延びるスパイダー部材中央部分５４を有し、かつスパイダー部材中央部分５４の
中央を垂直に走る中心線軸６０を有する。スパイダー部材２４は、スパイダー部材中央部
分５４の周囲に延びる縫い目７２でベース２２の外側面３１に恒久的に取り付けられてい
る。
【００１９】
　スパイダー部材２４は、中央部分５４から延びる第１上引張ストラップ６２Ａ，第２上
引張ストラップ６２Ｂ，第１下引張ストラップ６４Ａ，下引張ストラップ６４Ｂを含む。
引張ストラップ　６２Ａ，６２Ｂ，６４Ａ，６４Ｂの各々は、ベース２２の外側面の織物
２８との着脱可能な取付に適し、かつ縫い目６８で引張ストリップに縫いつけられたフッ
ク型ファスナータブ６６で終わっている。スパイダー部材２４は、また、膝装具を付ける
とき、膝頭を受け入れる膝頭開口部を有している。
【００２０】
　図２Ａ及び２Ｂは、平に置かれた本発明による膝装具１２０の外側平面図、内側平面図
をそれぞれ示す。膝装具１２０は、ベース部材１２２及びスパイダー部材１２４を含み、
その各々は、弾性材料の平なシート１２６を所望形状に裁断することによって作られる。
ベース部材１２２の外面は、好ましくは、織物支持繊維ループ１２８で被覆され　該織物
支持繊維ループは、繊維ループとフック型材料が互いに押しつけられるときフック型材料
に付着する。
【００２１】
　膝装具１２０のベース１２２は、上縁１３６から下縁１３８まで垂直方向に延びるベー
ス中央部分１３０を有し、かつベース中央部分１３０の中間を垂直に走る中心線軸１４０
を有する。ベース１２２は、中央部分３０から延びる、第１の上取付ストラップ１３２Ａ
、第２の上取付ストラップ１３２Ｂ、第１の下取付ストラップ１３４Ａ、第２の下取付ス
トラップ１３４Ｂを含む。
【００２２】
　ベース１２２の内側面１３９を示す、おそらく図２Ｂに最もよく示すように第１の上取
付ストラップ１３２Ａ及び第１の下取付ストラップ１３４Ａは、ベース１２２の外側面１
３１上の織物支持繊維ループ１２８との着脱可能な取付に適した、フック型ストラップフ
ァスナータブ１４６で終わっている。フック型ストラップファスナータブ１４６は、縫い
目１４８で取付ストラップに縫いつけられている。
【００２３】
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　図４Ａ及び４Ｂに最もよく示すように、膝装具１２０のベース１２２が人の脚に当てら
れるとき、第１上取付ストラップ１３２Ａは脚の後で第２上取付ストラップ１３２Ｂに重
なり、膝装具１２０を着用者の上脚１４２の周りに留めるために、第１上取付ストラップ
の端のフック型ファスナータブ１４６を第２上取付ストラップ１３２Ｂの外側面の織物支
持繊維ループ１２８に付着させる。同様に、膝装具１２０を着用者の下脚１４４の周りに
留めるために、第１下取付ストラップ１３４Ａが脚の後で第２下取付ストラップ１３４Ｂ
に重なってこれに付着する。
【００２４】
　ベース１２２は，また好ましくは、膝装具が着用されるとき、膝頭を受け入れる膝頭開
口部１５２を有する。膝頭開口部１５２は、膝頭の大きさに合致するから着用者の膝頭は
、膝装具１２０が付けられるとき膝頭開口部１５２から延びるが、このことは必要ではな
い。膝頭開口部１５２は好ましくは、形状が円形であるが、これは必要ではなく、ダイヤ
モンド形、卵形、長方形又は正方形の様な他の形状を使用してもよい。直接的な膝頭の安
定を提供することに加えて、膝頭開口部１５２は、膝装具１２０の適用中膝装具を膝頭に
関して位置するのを助ける。
【００２５】
　ベース１２２は、上取付ストラップ１３２Ａ，１３２Ｂと下取付ストラップ１３４Ａ，
１３４Ｂとの間に凹部１７４を含むように形成されるのがよく、膝装具１２０が脚に付け
られるとき、各側のギャップは、膝の後に開口部を形成するが、これは、要求されるもの
ではない。凹部１７４は、こすれを回避するのを助け、風通しを提供し、バンチング、す
なわち動きの不当な制限を回避するのを助ける。
【００２６】
　ベース１２２は、好ましくは、図２Ａ、２Ｂに示すように、治療加温と共に、膝領域に
対する一般化したサポート及び圧迫を提供する弾性材料のシートで作られた再閉鎖可能な
スリープとして形成されるが、他の材料を使用してもよい。ベース１２２は、また、例え
ば、膝及びそれに隣接した脚部分の周りにぴったりと合うように形成された管状弾性スリ
ープとして形成されてもよい。ベースは、好ましくは縁取りを含むが、これらの特徴のい
ずれも要求されない。
【００２７】
　ベース１２２の内側面１３９を示す図２Ｂにおそらく最もよく示すように、膝装具１２
０は、スパイダー部材１２４を含む。スパイダー部材１２４は、上縁１５６から下縁１５
８まで垂直に延びるスパイダー部材１５４を有し、かつスパイダー部材中央不文１５４の
中間を垂直に走る中心線軸１６０を有する。スパイダー部材１２４の中央部分１５４は、
スパイダー部材中央部分５４の中心線軸１６０に沿って延びる縫い目１７１によってベー
ス１２２の内側面１３９に恒久的に取り付けられている。
【００２８】
　スパイダー部材１２４は、中央部分１５４から延びる第１上引張ストラップ１６２Ａ，
第２上引張ストラップ１６２Ｂ，第１下引張ストラップ１６４Ａ，下引張ストラップ１６
４Ｂを含む。引張ストラップ１６２Ａ，１６２Ｂ，１６４Ａ，１６４Ｂの各々は、ベース
１２２の外側面の織物支持繊維ループ１２８との着脱可能な取付に適し、かつ縫い目１６
８で引張ストラップに縫いつけられたフック型ファスナータブ１６６で終わっている。ス
パイダー部材１２４は、また、膝装具が付けられるとき、膝頭を受け入れる膝頭開口部を
有している。
【００２９】
　先行技術の膝装具２０と本発明による膝装具１２０との間にはある類似性があるけれど
も、（限定ではなく）少なくとも３つの重要な特徴がある。第１に、先行技術の膝装具２
０のスパイダー部材２４は、ベース２２の外側面３１に留められる。対比して、本発明に
よる膝装具１２０のスパイダー部材１２４は、ベース１２２の内側面１３９に留められる
。
【００３０】
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　第２に、先行技術の膝装具２０のスパイダー部材２４は、スパイダー部材中央部分５４
の周囲に延びる縫い目７２によってベース２２に留められる。対比して、膝装具１２０の
スパイダー部材１２４は、スパイダー部材１５４の中心線軸１６０に沿って延びる縫い目
１７１によってベース１２２に留められる。
【００３１】
　第３に、先行技術の膝装具２０のスパイダー部材２４の中央部分５４と引張ストラップ
６２Ａ、６２Ｂ，６４Ａ，６４Ｂの両方は、通常の使用中ベース２２の外側面３１にある
。対比して、膝装具１２０では、スパイダー部材１２４の中央部分１５４は、ベース１２
２の内側面１３８にあり、引張ストラップ１６２Ａ，１６２Ｂ，１６４Ａ，１６４Ｂは、
穴３３Ａ，１３３Ｂ，１３５Ａ，１３５Ｂを貫いて延びてベース１２２の外側面１３１に
達する。
【００３２】
　図５Ａ，５Ｂｈ、本発明による膝装具の第二の実施形態の平面図であり、膝装具を平に
置いて膝装具の外側面及び内側面を露出させて示している。膝装具２２０は、ベースの内
側面に恒久的に固定された有形張力部材２２４（図５Ｃに分離して示す）を有している。
膝装具２２０は、また穴補強ベース２３７Ａ及び穴補強裏当て２３７Ｂで形成された補強
穴２３７を含む（図５Ｄ，Ｅに分離して示す）。
【００３３】
　膝装具２２０は、ベース部材２２２及び有形引張部材２２４を含み、各々１つ以上のエ
ラストマー材料の平面シート２２６を所望の形状に裁断することによって作られる。ベー
ス部材２２２の外面は、好ましくは、織物支持繊維ループ２２８で被覆され、該繊維ルー
プは、該繊維ループとフック型材料が互いに押しつけられる時フック型材料に付着する。
有形張力部材２２４は、好ましくは、あらゆる方向に比較的弾力性である合成繊維で形成
されており、係る合成繊維は、例えば、米国ではスパンデックスとして又はエラスサンと
して知られ、もしくは　登録商標ＬＹＣＲＡのもとに販売されているタイプのものである
が、これは要求されるものではなく、他の材料を使用してもよい。
【００３４】
　膝装具２２０のベース２２２は、上縁２３６から下縁２３８まで垂直に延びるベース中
央部分２３０を有し、かつベース中央部分２３０の中間を垂直に走る中間線軸線２４０を
有する。ベース２２２は、中央部分から延びる、第１の上取付ストラップ２３２Ａ，第２
の上取付ストラップ２３２Ｂと第１の下取付ストラップ２３４Ａ，第２の下取付ストラッ
プ２３４Ｂを含む。ベース２２２は、また、第１の上穴２３３Ａ，第２の上穴２３３Ｂ，
第１の下穴２３５Ａ，第２の下穴２３５Ｂを含み、これらはすべて、ベース２２２に補強
穴２３７として形成される。
【００３５】
　ベース２２２の内側面２３９を示す、図５Ｂにおそらく最もよく示すように、第１の上
取付ストラップ２３２Ａ及び第１の下取付ストラップ２３４Ａは、ベース２２２の外側面
２３１の織物支持繊維ループ２２８との着脱可能な取付けに適したフック型ファスナータ
ブ２４６で終わっている。フック型ファスナータブ２４６は縫い目２４８で引張ストラッ
プに縫いつけられている。
【００３６】
　膝装具２２０は、図３Ａ－３Ｂ及び４Ａ－４Ｂに示す膝装具１２０と同様な仕方で人の
脚に当てられそして固定される。ベース２２２は、また、好ましくは、膝装具を付けると
き膝頭を受け入れる膝頭開口部２５２を有し、上取付ストラップ２３２Ａ，２３２Ｂと下
取付ストラップ２３４Ａ，２３４Ｂとの間に側凹部２７４を含むように形成されるのがよ
い。ベースは、好ましくは、縁取り７６を含むが、これらの特徴はいずれも要求されない
。
【００３７】
　ベース２２２の内側面２３９を示す図５Ｂに、おそらく最もよく示すように、膝装具２
２０は、有形引張部材２２４を含む。図５Ｃにおそらく最もよく示すように、有形引張部
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材２２４は、中央部分２５４，上縁２５６，下縁２５８，第１の横側２６３Ａ，第２の横
側２６３Ｂ及び中央部分中間線軸線２６０を有する。有形引張部材２２４は、また第１の
上引張ストラップ２６２Ａ，第２の上引張ストラップ２６２Ｂ，第１の下引張ストラップ
２６４Ａ，第２の下引張ストラップ２６４Ｂを含む。有形引張張力部材２２４は、ベース
２２２の外側面の織物支持繊維ループ２２８との着脱可能な取付けに適し、縫い目２６８
で引張ストラップに縫いつけられたフック型ファスナータブ２６６で終わっている。有形
引張部材２２４は、膝頭開口部２７０を含み、かつ中央部分２５４の中間線軸線２６０に
沿って延びる中間線縫い目２７１によってベース２２２に恒久的に取り付けられるのがよ
い。
【００３８】
　図６Ａ－６Ｂは、本発明による膝装具３２０の第３の実施形態の平面図であり、膝装具
を平に置いて膝装具の外側面及び内側面を露出させている。膝装具３２０は、弾性ステー
を有しかつベースの内側面に恒久的に固定された上下クロス弾性ストラップを有している
。膝装具３２０は、また補強穴３３７を含む。
【００３９】
　膝装具３２０は、１つ以上のエラストマー材料の平らなシート３２６を所望形状に裁断
することによって作られたベース部材３２２を含む。ベース部材の外側面３３１は、好ま
しくは、織物支持繊維ループ３２８で被覆され、織物支持繊維ループ３２８は、該繊維ル
ープ３２８とフック型材料が互いに押しつけられたときフック型材料に付着する。膝装具
３２０は、また上クロスストラップ３２４及び下クロスストラップ３２５を含み、これら
ストラップは、好ましくは、ストラップの長さに沿って弾性である材料で形成される。
【００４０】
　膝装具３２０のベース３２２は、上縁３３６から下縁３３８まで垂直に延びるベース中
央部分３３０を有し、且つベース中央部分３３０の中間を垂直に走る中間線軸線３４０を
有する。ベース３２２は、中央部分３３０から延びる、第１の上取付ストラップ３３２Ａ
，第２の上取付ストラップ３３２Ｂ，第１の下取付ストラップ３３４Ａ，第２の下取付ス
トラップ３３４Ｂを含む。ベース３２２は、また、第１の上穴３３３Ａ，第２の上穴３３
３Ｂ，第１の下穴３３５Ａ，第２の下穴３３５Ｂを含み、これらはすべて、ベース３２２
に補強穴３３７として形成される。
【００４１】
　ベース３２２の内側面３３９を示す図２Ｂにおそらく最もよく示すように、第１の上取
付ストラップ３３２Ａ及び第１の下取付ストラップ３３４Ａは、ベース３２２の織物支持
繊維ループ３２８との着脱可能な取付けに適したフック型ファスナータブ３４６で終わっ
ている。フック型ファスナータブ３４６は縫い目３４８で取付ストラップに縫いつけられ
ている。
【００４２】
　膝装具３２０は、図３Ａ－３Ｂ及び図４Ａ－４Ｂに示す膝装具１２０と同じ仕方で人の
脚に付けられそして固定される。ベース３２２は、また、好ましくは、膝装具を付けると
き膝頭を受け入れる膝頭開口部３５２を有し、上取付ストラップ３３２Ａ，３３２Ｂと下
取付ストラップ３３４Ａ，３３４Ｂとの間に凹部３７４を含むように形成されるのがよい
。ベースは、好ましくは、縁取り３７６を含むが、これらの特徴はいずれも要求されない
。
【００４３】
　ベース３２２の内側面３３９を示す図5Bにおそらく最もよく示すように、膝装具３２０
は、中央部分３５４を有する上クロスストラップ３２４及び中央部分３５５を有する下ク
ロスストラップ３２５を含む。クロスストラップは、中間線軸線３６０を有する。上クロ
スストラップ３２４は、第１の上クロス引張ストラップ３６２Ａ及び第２の上クロス引張
ストラップ３６２Ｂを含む。下クロスストラップ３２５は、第１の下クロス引張ストラッ
プ３６４Ａ及び第２の下クロス引張ストラップ３６４Ｂを含む。引張ストラップは、ベー
ス３２２の外側面の織物支持繊維ループ３２８との着脱可能な取付けに適し、且つ縫い目
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３６８で引張ストラップに縫いつけられたフック型ベルクロ（登録商標）ファスナータブ
３６６で終わっている。ベース３２２は、膝頭バットレス３７０を含むのがよい。上クロ
スストタラップ３２４及び下クロスストラップ３２５は、中間線軸線３６０に沿って延び
る縫い目３７１によって且つクロスストラップの固定端で縫い目３６３Ａ，３６３Ｂ，３
６５Ａ，３６５Ｂによってベース３２２に恒久的に取り付けられている。
【００４４】
　ベース３２０は、追加の横支持体、例えば、弾性ステーチャンネル縫い目３８０によっ
てベースに固着された追加のシート材料を使用して形成されたポケット３８１の中に入れ
られた１つ以上の弾性ステー３８２（図７Ｅに示す）を含むのがよい。
【００４５】
　図７Ａ－７Ｂは、本発明による膝装具４２０の第４の実施形態の平面図であり、膝装具
を平に置いて膝装具の外側面及び内側面を露出させている。図５Ａ－５Ｂと同様に、膝装
具４２０は、全ての方向に比較的弾性である合成繊維で形成され、ベースの内側面に恒久
的に固定された有形引張部材４２４（図７Ｃに分離して示す）を有する。膝装具４２０は
また、補強穴４３７及び外側メッシュ層４８０（図７Ｄに分離して示す）を含む。
【００４６】
　膝装具４２０は、ベース部材４２２及び有形引張部材４２４を含み、その各々は、１つ
以上のエラストマー材料野平らなシート４２６を所望形状に裁断することによって作られ
る。ベース部材４２２の外面は、好ましくは、織物支持繊維ループ４２８で被覆され、繊
維ループは、該繊維ループとフック型材料が互いに押しつけられるとき、フック型材料に
付着する。有形引張部材４２４は、好ましくは、あらゆる方向に比較的弾力性である合成
繊維で形成されており、係る合成繊維は、例えば、米国ではスパンデックスとして又はエ
ラスサンとして知られ、もしくは　登録商標ＬＹＣＲＡのもとに販売されているタイプの
ものであるが、これは要求されるものではなく、他の材料を使用してもよい。
【００４７】
　膝装具４２０のベース４２２は、上縁４３６から下縁４３８まで垂直に延びるベース中
央部分４３０を有し、かつベース中央部分４３０の中間を垂直に走る中間線軸線４４０を
有する。ベース４２２は、中央部分４３０分から延びる、第１の上取付ストラップ４３２
Ａ，第２の上取付ストラップ４３２Ｂ，第１の下取付ストラップ４３４Ａ，第２の下取付
ストラップ４３４Ｂを含む。ベース４２２は、また、第１の上穴４３３Ａ，第２の上穴４
３３Ｂ，第１の下穴４３５Ａ，第２の下穴４３５Ｂを含み、これらはすべて、ベース４２
２に補強穴４２３７として形成される。
【００４８】
　ベース４２２の内側面４３９を示す図７Ｂにおそらく最もよく示すように、第１の上取
付ストラップ４３２Ａ及び第１の下取付ストラップ４３４Ａは、ベース４２２の外側面４
３１の織物支持繊維ループ４２８との着脱可能な取付けに適したフック型ストラップファ
スナータブ４４６で終わっている。フック型ストラップファスナータブ４４６は縫い目４
４８で取付ストラップに縫いつけられ、反射物、発光物、暗闇発光材、又は明るい色のよ
うな１つ以上のフレア手段４４９を含んでもよい。
【００４９】
　膝装具４２０は、図３Ａ－３Ｂ及び４Ａ－４Ｂに示す膝装具１２０と同様な仕方で人の
脚に付けられそして固定される。ベース４２２はまた、好ましくは、膝装具が付けられる
とき膝頭を受け入れる膝頭開口部４５２を有する。ベース４２２は、上取付ストラップ４
３２Ａ，４３２Ｂと下取付ストラップ４３４Ａ，４３４Ｂとの間に凹部４７４を含むよう
に形成されるのがよい。ベース４２２は、脚にもっと密着するようにベースに外形を付け
る多重のシートを使用して、又は簡単な切り込みを付けて、もしくは縫い目４５３を付け
て形成されてもよい。
【００５０】
　ベース４２２の内側面４３９を示す図７Ｂにおそらく最もよく示すように、膝装具４２
０は、中央部分４５４、上縁４５６，下縁４５８，第１の横側４６３Ａ，第２の横側４６
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３Ｂ，及び中央部分中間線軸線４６０を有する有形引張部材４２４を含む。有形引張部材
４２４はまた、第１の上取付ストラップ４６２Ａ，第２の上取付ストラップ４６２Ｂ，第
１の下取付ストラップ４６４Ａ，第２の下取付ストラップ４６４Ｂを含む。図７Ｃにおそ
らく最もよく示すように、引張ストラップは、１つ以上の非丹精部分４６５を含むのがよ
い。
【００５１】
　有形引張部材４２４は、ベース４２２の外側面４３１の織物支持繊維ループ４２８との
着脱可能な取付けに適したフック型ファスナータブ４６６で終わっていて、縫い目４６８
で引張ストラップに縫いつけられている。有形引張部材４２４は、膝頭開口部４７０を含
むのがよくまた中間線縫い目４７１によりベースに恒久的に取り付けられるのがよい。
【００５２】
　図７Ａにおそらく最もよく示すように、膝装具４２０は、外側メッシュ層４８０を含む
。図７Ｄに示すように、外側メッシュ層４８０は、上縁４８１，下縁４８２，中間線軸線
４８４，第１の上アーム４８６Ａ，第２の上アーム４８６Ｂ，第１の横側４８７Ａ,第２
の横側４８７Ｂ，第１の下アーム４８８Ａ及び第２の下アーム４８８Ｂを有する。外側メ
ッシュ層４８０は、第１のストラップの端の近くで第１の上引張ストラップに、第２のス
トラップの端の近くで第２の上引張ストラップに、第３のストラップの端の近くで第１の
下引張ストラップに、第４のストラップの端の近くで第２の引張ストラップにそれぞれ恒
久的に固定されている。外側メッシュ層４８０は、ベース４２２に取り付けられなくても
よい。
【００５３】
　図８Ａ－８Ｂは、本発明による膝装具５２０の第５の実施形態を示し、膝装具を平に置
いて膝装具の外側面及び内側面を露出させている。図６Ａ－６Ｂの膝装具３２０と同様に
、膝装具５２０は、膝装具の内側面に恒久的に固定された上下クロス弾性ストラップを有
する。膝装具５２９はまた、補強穴５３７及び弾性ステー５８２を含み、且つ外側メッシ
ュ層５９０（図８Ｄに示す）を有する。
【００５４】
　膝装具５２０は、１つ以上のエラストマー材料の平らなシート５２６を所望形状に裁断
することによって作られたベース部材５２２を含む。ベース部材５２２の外面は、好まし
くは、織物支持繊維ループ５２８で被覆され、該繊維ループは、繊維ループとフック型材
料が互いに押しつけられるとき、フック型材料に付着する。膝装具５２０は、また好まし
くは、ストラップの長さに沿って弾性である材料で形成された上クロスストラップ５２４
及び下クロスストラップ５２５を含む。
【００５５】
　膝装具５２０のベース５２２は、上縁５３６から下縁５３８まで垂直方向に延びるベー
ス中央部分５３０を有し、且つベース中央部分５３０の中間を垂直方向に走る中間線軸線
５４０を有する。ベース５２２は、中央部分５３０から延びる、第１の上取付ストラップ
５３２Ａ，第２の上取付ストラップ５２Ｂ，第１の下取付ストラップ５３４Ａ，第２の下
取付ストラップ５３４Ｂを含む。ベース５２２は、また、第１の上穴５３３Ａ，第２の上
穴５３３Ｂ，第１の下穴５３５Ａ，第２の下穴５３５Ｂを含み、これらはすべて、ベース
５２２に補強穴５３７として形成される。
【００５６】
　ベース５２２の内側面５３９を示す図８Ｂにおそらく最もよく示すように、第１の上取
付ストラップ５３２Ａ及び第１の下取付ストラップ５３４Ａは、ベース５２２の外側面５
３１の織物支持繊維ループ５２８との着脱可能な取付けに適したフック型ストラップファ
スナータブ５４６で終わっている。フック型ストラップファスナータブ５４６は縫い目５
４８で取付ストラップに縫いつけられている。
【００５７】
　膝装具５２０は、図３Ａ－３Ｂ及び４Ａ－４Ｂに示す膝装具１２０と同様の仕方で脚に
付けられ、そして固定される。ベース５２２はまた、好ましくは、膝装具が着用されると
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き、膝頭を受け入れる膝頭開口部５５２を有する。ベース５２２は、上取付ストラップ５
３２Ａ，５３２Ｂと下取付ストラップ５３４Ａ，５３４Ｂとの間に凹部５７４を含むよう
に形成されるのがよい。
【００５８】
　ベース５２２の内側面５３９を示す図２Ｂに最もよく示すように、膝装具５２０は、中
央部分５５４を有する上クロスストラップ５２４及び中央部分５５５を有する下クロスス
トラップ５２５を含む。クロスストラップは、中間線軸線５６０を有する。上クロススト
ラップ５２４は、第１の上引張ストラップ５６２Ａ及び第２の上クロス引張ストラップ５
６２Ｂを含む。下クロスストラップ５２５は、第１の下引張ストラップ５６４Ａ及び第２
の下クロス引張ストラップ５６４Ｂを含む。引張ストラップは、ベース５２２の外側面５
３１の織物支持繊維ループ５２８との着脱可能な取付けに適し、縫い目５６８で取付スト
ラップに縫いつけられているフック型ベルクロ（登録商標）ファスナータブ５６６で終わ
っている。ベース５２２は、膝頭バットレス（控え壁）５７０を含むのがよい。上クロス
ストラップ４２４及び下クロスストラップ５２５は、中間線軸線５６０に沿って延びる中
間線縫い目５７１によって、またクロスストリップの固定端で縫い目５６３Ａ，５６３Ｂ
，５６５Ａ，５６５Ｂによってベース５２２に恒久的に取り付けられるのがよい。
【００５９】
　ベース５２０は、追加の横支持体、例えば、弾性ステーチャンネル縫い目５８０によっ
てベースに固着された、追加のシート材料を使用して形成されたポケット５８１の中に入
れられた１つ以上の弾性ステー５８２を含むのがよい。
【００６０】
　図８Ａにおそらく最もよく示すように、膝装具５２０は、外側メッシュ層５９０を含む
。図８Ｄに示すように、外側メッシュ層５９０は、上縁５９１，下縁５９２，中間線軸線
５９４，第１の上アーム５９６Ａ，第２の上アーム５９６Ｂ，第１の横側５９７Ａ,第２
の横側５９７Ｂ，第１の下アーム５９８Ａ及び第２の下アーム５９８Ｂを有する。外側メ
ッシュ層５９０は、第１のストラップの端の近くで第１の上引張ストラップに、第２のス
トラップの端の近くで第２の上引張ストラップに、第３のストラップの端の近くで第１の
下引張ストラップに、第４のストラップの端の近くで第２の下引張ストラップにそれぞれ
恒久的に固定される。外側メッシュ層５９０は、ベース４２２に取り付けられなくてもよ
い。
【００６１】
　本発明による膝装具の変形態様に関して種々の可能生がある。
　好ましい実施形態では、膝装具は、弾性材料のシートから作られた再閉鎖可能なスリー
プとして形成されるベースを含んでいるが、これは、要求されない。例えば、ベースはま
た、膝及び隣接した脚部分にぴったりと合うように成形された管状の弾性スリーブで形成
されてもよい。ベースは、膝頭開口部を含む必要はなく、もしあるとすれば、膝頭開口部
は、種々の形状、例えば、円形，正方形，矩形，楕円形、菱形，台形又は任意の実質的な
均等を有してもよい。係る全ての変形態様をベースとしてここに参照する。
【００６２】
　好ましい実施形態では、ベースの横側は各々上ファスナーストラップと下ファスナース
トラップとの間に側凹部を設けて上下ファスナーストラップで終わっているが、これは要
求されない。例えば、ベースの側又はその部分はまっすぐであってもよい。
【００６３】
　好ましい実施形態では、ベースは、互いに押しつけられたとき、付着するタイプのフッ
ク及びループ材料を使用して、着用者の脚の周りに着脱自在に固定されるが、これは要求
されない。例えば、ボタン，留め金，バックル，ピン，ジッパーストラップ又は他の代替
均等物のような他のファスナーをフック及びループ型ファスナー材料の代わりに使用して
もよい。
【００６４】
　好ましい実施形態では、種々の構成部品が縫い目を使用して互いに恒久的に固定されて
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いるが、これは要求されない。例えば、糊、熱接着又は他の実質的な均等物のような他の
手段を使用してもよい。
【００６５】
　脚を支持して異常な運動から脚を保護するために、膝装具のベースの片側又は両側に１
つ以上の直立した支持部材を設けているか、これは要求されない。直立支持部材は、例え
ば、細長い側ポケットの中に弾性ステー部材を入れることによって形成されるのがよい。
弾性ステー部材は、種々のタイプの装具に通常使用される在来の構成の、ステンレススチ
ール又は他の可撓性材料の偏平螺旋コアーで構成されるのがよい。
【００６６】
　細長い側ポケットは、例えば、側ポケットカバーストリップをベースに固定する垂直な
縫い目間に形成されるのがよい。側ポケットカバーストリップはベースと同じ弾性シート
材料で作られるのがよいが、これは必要ではない。縁取りは側ポケットカバーストリップ
の縁に固定されるのがよいが、これは、必要ではない。
【００６７】
　直立支持部材の正確な数、場所及び構造は、設けられるならば、変えてもよい。例えば
、たった１つの直立支持部材を形成する単一の細長い側ポケットであってもよいし或いは
弾性ステーを各細長い側ポケットに入れて、膝の各側に１つ以上の細長い側ポケットであ
ってもよい。細長い側ポケットは、弾性ステーの取り出しを可能にすべく一端が開けられ
るのがよく、その結果、膝装具を洗うことができ、或いは、異なる弾性ステーを差し込ん
で、設けられる支持体の量及び形式を調整してもよい。直立支持部材は、機械的ヒンジ、
プラスチックロッド，金属ロッド，　補強シート材料の狭いストリップ，又は実質的な均
等物もしくはこれらの種々の代替物を含んでもよい。
【００６８】
　有利には、本発明による膝装具の前の外側面は、いかなる構造をも支持せず、スパイダ
ー部材をベースの内側に固着する縫い目を除いて平滑であるのがよい。平滑な外側面を、
例えば、使用中障害にならず、或いは運動を妨げない魅力的でクリーンな概観を提供する
ように維持されるのがよい。変形例はして、フットボールのような接触スポーツ用の、或
いはコンクリート又は床タイル仕事のような職業用の厚い膝パッドのような他の構造、も
しくはバレーボールのようなスポーツ用の滑り材料を特別な用途のため外側面に位置させ
てもよい。
【００６９】
　本発明は、例示としてここに記載された実施形態に限られるものではなく、特許請求の
範囲の精神内に属する様な形態をすべて含むことは理解される。
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